
インターネット代行報告システムは、農協等がパソコン報告システムから農家に代わって牛の届出を行うための
システムです。

①農協等の農家コードとパスワードでログインします（農家毎のパスワードは必要ありません）。

②通常のパソコン報告システムと同じく、出生、異動、耳標再発行の報告ができます。

③専用画面上にて代行報告農家の変更ができます。

④代行報告した内容の修正をパソコンから行うことができます。

⑤代行報告した内容は、報告当日中に登録され検索可能となります。

⑥翌日、登録内容を電子メールで通知します。また、登録されなかった際には、エラー内容を通知します。

①牛トレーサビリティ法上は、牛の管理者（農家）自身が届出（報告）を行うことになっています。

②しかし、農協等に支援を求める牛の管理者が届出行為を農協等に依頼し、依頼を受けた農協等が代わって届
出（代行報告）することも可能です。

③代行報告する場合は、牛の管理者と農協等との間で代行報告することについて文書で取り交わしておくことが
必要です（下記記載例参照）。

牛の管理者
所属団体（農協）

など

（独）家畜改良センター

インターネット

届出内容の登録
農協等に代行報告を書面で依頼

依頼を引き受ける場合は書面で
通知

出生報告などを代行で届出

登録内容等を電子メール
で通知

●代行報告依頼書の記載例について

① 上記は記載例です。記載内容については、各農協等で検討し、牛の管理者と農協等の間で、トラブルが起きない
よう代行報告をすること（代行報告依頼書）を文書で取り交わしておくようお願いします。

② 書面（代行報告依頼書）を（独）家畜改良センターに提出する必要はありませんので、各農協等で保存願います。

①代行報告システム利用申請書 （http://www.id.nlbc.go.jp/data/syorui_dairi.html）を（独）家畜改良センターへ郵送し
てください。

②（独）家畜改良センターより、利用登録完了を電子メールでお知らせします。

③（独）家畜改良センターのホームページ（http://www.id.nlbc.go.jp/top.html）にアクセスし、パソコン報告システムの
○ をクリックし初期登録すれば、届出をすることが可能となります。

トラブル防止のため、
代行報告依頼書を
必ず取り交わしてく
ださい

インターネッ ト代行報告システム



１ ﾄｯﾌﾟ画面
※初期登録済みの場合は「３ ログオン画面」からご覧ください

http://www.id.nlbc.go.jp/top.html ２ 初期登録入力画面

ＬＯシステムを使用している場合は、ＬＯシス
テムとアドレスが一致していることが重要。

既に登録済であり、現在、飼っている牛の
個体識別番号を入力。

牛がいない場合は、センターからお知らせ
した「装着済み耳標の個体識別番号」を入
力。

登録完了メールの内容を入力し、「確認す
る」をクリック。

３ ログオン画面
４ 報告画面

５ 代行農家入力画面

ログオン後【代行報告農家の指定】ボタン
をクリック。

６ 代行報告トップ画面

「代行入力する農家コード：」欄に表示され
た農家コード及び名称を確認し、間違いが
なければメニューより届出する項目を選択
し報告する。

登録完了メール受信後、「農家コード」「パ
スワード」を入力しログイン。

インターネットの検索サービスのトップ画
面からパソコン報告システムの
「初めての方は」をクリック。

代行報告しようとする農家コードを入力する
か、以前入力した（登録済みの）農家コード
を選択し、【指定】ボタンクリック。


